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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月8日(2020.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　限外濾過には鉱物膜を使用することが好ましい。例えば、カットオフ閾値が５～１５ｋ
Ｄａ、好ましくは８～１２ｋＤａ、通常は約１０ｋＤａの管状セラミック膜が使用される
。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　この連続法の全体の収率は２７％である。デカンテーション及び遠心分離の工程で得ら
れるペレット並びにＭＦ工程で得られる保持液をリサイクルし、それらを更なる分離サイ
クル（遠心分離、ＭＦ、ＵＦ）にかけることによって、５０％の収率に近づけることが可
能である。
実施例３ｂ：　本発明による連続法
　フィルタープレス、次いでセラミック膜ＭＦ及びセラミック膜ＵＦによる分離の連続法
。
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